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富士見市税条例の一部改正 

 

 

   附  則 

 

（読替規定） 

 第１０条 

   地方税法附則第６１条（新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特

例）及び第６２条（新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当す

る家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例）の新設により、引

用する適用条項を追加するもの。 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

 第１０条の２ 

   地方税法附則第６２条（新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等

に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例）の新設

により、条例で定める特例措置の規定を整備するとともに、関係規定を整理

するもの。 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第１５条の３ 

   地方税法附則第２９条の８の２（軽自動車税の環境性能割の非課税）の改

正により、特例期限を延長する規定の整備をするもの。 

 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続） 

第２４条 

地方税法附則第５９条（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の

特例）の新設により、新たに準用規定の整備をするもの。 

 

 



富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又は第

６２条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第

８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」とあるの

は、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条の５まで又は附則

第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条若しくは第６２条」と

する。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで        

   の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第

８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」とあるの

は、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条の５まで又は附則

第１５条から第１５条の３の２まで             」と

する。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２～２３ 略 ２～２３ 略 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画

（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項

に規定する同意導入促進基本計画をいう。第２７項において同じ。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附則第１５条第４１項に規

定する機械装置等にあっては、０）とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画

（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項

に規定する同意導入促進基本計画をいう           。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附則第１５条第４１項に規

定する機械装置等にあっては、０）とする。 

２５・２６ 略 ２５・２６ 略 

２７ 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は０（生産性の向上

に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める業

種に属する事業の用に供する同条に規定する家屋及び構築物にあって

 



は、０）とする。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動

車の取得が令和元年１０月１日から令和３年３月３１日までの間（附

則第１５条の７第３項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性

能割を課さない。 

第１５条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動

車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附

則第１５条の７第３項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性

能割を課さない。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続）  

第２４条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用

する法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用

する。 
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